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茨城県 鉾田市 商工観光課 
更新日：R5.7.6 

 

市内の商工業者（農林水産業除く）が行う 

省エネ機器等の導入や更新の経費に対し 

補助金を交付します 
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鉾田市マイクロツーリズム促進事業補助金って？ 

 

新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰の影響を受けた市内の事業者への支援を目的とし， 

省エネ機器等の導入や更新するための経費及び事務所等の省エネ工事や改修工事等の経費に対し，補

助金を交付します。（農林水産業は除く） 
 

補助金をもらえるのはどんな人？ 

 

補助対象者 市内に事業所を有し，かつ，市内において事業を行っている者 *¹ 

*¹ 前項の規定にかかわらず，次の各号に該当するものは対象外です。 

(１) 申請日以降に事業を継続する意思のない者 

(２) 鉾田市暴力団排除条例(平成 23年鉾田市条例第 13号。以下「暴排条例」という。)第２条第１号

から第３号までの規定に該当する者 

(３) 本補助金の申請日までに到来した納期限の鉾田市税を滞納している者 

(４) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者 

(５) 前各号にあげるもののほか，市長が適当ではないと認める者 

 

補助金額はどれくらい？ 

 
補助対象経費の 2/3 上限 20万円 

※消費税は補助の対象外です。 

 

 

令和６年２月１６日（必着） 

※令和６年２月 16日以前であっても、予算に達した場合は受付を終了いたします。 
 

どんな旅行が補助の対象となるの？ 

令和４年４月１日から令和６年１月３１日までの間に購入・契約等を締結するなどし，同期間内に納品，支

払を完了する以下の事業に係る経費が対象となります。 

*２ １事業者あたり１回限り申請が可能です。複数事業の申請はできませんので、上記の１～３の事業か

ら１つの事業を選んで申請してください。 

補助事業*２ 

１．省エネ機器導入事業 

２.電気自動車等の導入事業 

３．断熱効果の高いリフォーム事業 

『エネルギーコスト削減補助金』はどのような補助金ですか？ 

補助金を申請できるのはどのような人ですか？ 

どのような経費が補助の対象となりますか？ 

補助の金額について 

補助金申請の締め切りはいつですか？ 
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各種事業の要件は以下の通りです。 

※消費税は補助の対象外です。 

※自主施工する場合の人件費及び材料費等は補助対象外です。 

 

１．省エネ機器導入事業 

 

省エネ機器の新規導入及び更新に係る経費 

(省エネ機器の購入・運搬・設置・取付・既存機器の撤去等に係る経費) 

 

【要件等】家電の場合 

小売事業者から購入可能なもののうち 

次の①か②のいずれかに該当する対象機器 

 

①省エネ統一ラベル又は簡易ラベル等が表示され省エネ効果が期待されるもので、省エネ基準達成率

が 100％以上のもの*３ 

②省エネ効果があることの証明を販売店等から得られるもの*４（省エネ統一ラベル又は簡易ラベル等

で省エネ基準達成率が確認できないものに限る） 

 

 

 

 

 

 

*３ 目標年度の設定が複数ある場合は、新しい目標年度の省エネ基準達成率で判別します。 

 

*４ 省エネラベルやカタログ等で省エネ基準達成率が１００％未満であることが確認できる機器は補助の

対象外です。販売店証明書を提出しても補助の対象とはなりませんのでご注意ください。 

省エネルギー効果があることの販売店証明書のテンプレートは鉾田市 HPにてDL可能です。 

【対象機器】 エアコン 照明機器 テレビ 

電子計算機 磁気デスク装置 ビデオテープレコーダ 電気冷蔵庫 

電気冷凍庫 ストーブ ガス調理機器 ガス温水機器 

石油温水機器 電気便座 ジャー炊飯器 電子レンジ 

DVDレコーダー ルーティング器機 スイッチング器機 電気温水器 

電 球    

省エネ達成基準率 

100％以上の場合：緑色 
100％未満の場合：オレンジ色 

【省エネ型製品情報サイト】 

各機器の省エネ基準達成率はこちらの HPでも確認できます。 

サイトに掲載されていない場合は、カタログ等にて確認してください。 

新・基準達成率で判断 

例：エアコン の場合 

〇 目標年度 2027年 

× 目標年度 2010年 
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【要件等】業務用の場合 

小売事業者，メーカー，提携販売店で購入可能なもののうち，経済産業省令和４年度補正予算「省エネ

ルギー投資促進支援事業(C)設備導入事業」において対象設備として公表され、省エネ効果が期待さ

れる製品 

【対象機器】 高効率空調 産業ヒートポンプ 業務用給湯器 

高性能ボイラ コージェネレーション 変圧器 冷凍冷蔵設備 

産業モータ LED照明器具 工作機械 プラスチック加工機械 

プレス機械 印刷機械 ダイカストマシン  

 

 

 

 

 

 

 

２．電気自動車等の導入事業 

 

電気自動車等の車両本体価格(営業用に導入する新車に限る) 

【補助対象電気自動車等】 

電気自動車，プラグインハイブリット車 

【要件等】 

・営業用に導入する新車で，営業用に使用する車両と証明できるもの※自家用との兼用は不可 

・鉾田市内で使用されるものであること 

※車庫証明や申告等で営業用，かつ，鉾田市内で使用されるものと証明できるもの 

・車体に社名等を明記できるものであること※マグネット等による記名は不可 

 

 

 

リフォームを行う経費(市内にある既存事業所のリフォームに係る経費) 

【補助対象断熱リフォーム工事】 

ペアガラス設置工事 等 

【要件等】 

・自己が使用している市内事業所のリフォームであること 

・リフォーム前後で施工したことが視覚的に分かるもの 

※ガラスにフィルムを貼る，ガラスコーティングをする等は対象外 

３．断熱効果の高いリフォーム事業 

【省エネルギー投資促進事業・指定設備】 

各機器の形式が指定設備として公表されているかこちらのサイトで確認してください 

確認できる機器は補助の対象/確認できない器機は補助の対象外となります。 

引用：経済産業省 HP 
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●本補助金を活用して購入した機器には「令和５年度エネルギーコスト削減事業補助金」を活用してい

る旨をシール等で記載してください。 

●他の補助金の交付を受けた，または申請する予定のある機器・工事等については，本補助金の交付

の対象外です。 

●市でアンケートを行う場合、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Step１．交付申請  郵送または窓口で交付申請を提出してください。 

          申請期日 ：令和６年２月１６日 必着 

必要書類 

□ 交付申請書（様式第１号） 

□ 事業計画書(様式第２号) 

□ 事業計画書・別紙（３つの事業の中から申請する事業を１つ選択してください） 

□ 補助金申請に関する誓約書(様式第３号)  

□ 登記事項等確認書類(交付日から３ヶ月以内のもの) 

 法人：商業登記簿謄本 / 個人：代表者の本人確認書類 

□ 決算確認書類(直近１期分) 

 法人：決算書 / 個人：確定申告書 

□ 事業計画書・別紙 に記載されている各事業ごとの 添付書類 

 

※機材の購入後・工事後であっても令和４年４月１日から令和６年１月３１日までの期間に 

事業を実施したものについては補助金の申請が可能です。 

 

 Step2．交付決定  申請内容が適切であれば、市より補助金交付決定通知書を交付します。 

         ※申請書に記載した省エネ機器や工事の内容等が変更になる場合は、事前に 

『鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金変更申請書(様式第６号)』 

に必要書類を添えて提出し、市の許可を受けてください。 

補助金交付の条件 

補助金交付の流れ 

申請書のダウンロードはコチラ→   

その他、補助金の交付要件の詳細については、『令和５年度鉾田市中小企業等

エネルギーコスト削減補助金交付要綱』をご確認ください。 
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Step3．事業の実施   交付決定を受けた内容に沿って事業を実施してください。 

また、事業の記録写真を撮影してください。（完了報告で使用します） 

 

①省エネ機器導入事業  

→交付決定を受けた内容に沿って、機器の購入・納品・支払いを済ませてください。 

→記録写真を撮影してください。実績報告で使用します。 

必要写真 

・事業所に設置されたことが確認できる写真 

（設置されたのが事業所だとわかるように遠くから撮影してください） 

・製品の型式又は型番等が確認できる写真 

（補助金名称シールを張り付けていることが分かるように撮影してください） 

 

②電気自動車等の導入事業 

→交付決定を受けた内容に沿って、機器の購入・納品・支払いを済ませてください。 

→記録写真を撮影してください。実績報告で使用します。 

必要写真 

・事業所にて使用していることが確認できる写真 

・車両の車種・ナンバープレート等が確認できる写真 

・車体に社名を明記したことが確認できる写真 

 

③断熱効果の高いリフォーム事業 

→交付決定を受けた内容に沿って、工事を行い支払いを済ませてください。 

→記録写真を撮影してください。実績報告で使用します。 

※交付決定後に工事を開始する場合は、工事前の写真を撮影するようにしてください。 

必要写真 

・事業所等のリフォーム工事が確認できる写真 

・リフォーム工事の内容が確認できる写真 

 

Step４．完了報告  事業が完了したら完了報告書を作成し提出してください。 

申請期日 ： 事業の完了から３０日以内または令和６年２月１６日のいずれか早い日まで 

必要書類 

□ 完了報告書（様式第９号） 

□ 事業計画書・別紙 に記載されている各事業ごとの 添付書類 

 

Step５．補助金額の確定  報告内容が適切であれば、確定通知書を交付します。 
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Step６．補助金の交付  市から補助金を交付します。 

補助金額が確定したら、確定通知書に同封されている『鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減

補助金交付請求書（様式第１１号）』を商工観光課に提出してください。補助金の振り込みには請求

書提出から２週間程度を要します。 

必要書類 

□ 請求書（様式第 11号） 

□ 振込先の口座が確認できるもの（通帳の写し等） 

 

●補助金申請に係る書類については、年度終了後５年間保存してください。 

●虚偽の申請や、要綱の定めに従わない場合は、補助金交付を取り消す場合があります。 

 

 

補助金の手続きに必要な申請書類は鉾田市ホームページにてダウンロード、または商工観光課（本庁舎

３階）にて配布しております。 

旭市民センター・大洋市民センターでは配布をしておりませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ・申請書類の提出先】 

 

鉾田市役所 商工観光課  商工労政係  （郵送または窓口で提出） 

〒３１１－１５９２  茨城県鉾田市鉾田１４４４－１ 

Mail shoko@city.hokota.lg.jp 

TEL 0291－３６－７６５５ 直通 （平日８：30～１７：１５） 

 

 

  

 

補助金の問合せ・申請書類の提出窓口 

申請締切：令和６年２月１６日 お早めにご申請ください。 

※予算に達した場合は受付を終了する可能性があります。 

【鉾田市ホームページ】 
 

補助金の詳細については、申請前に補助金の交付要綱をご一読いただきますよう

お願いいたします。 
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様式第１号(第７条関係) 

 

令和５年９月３０日 

 鉾田市長 宛 

 

                         住 所(所在地)   鉾田市○○ ○○番地 

                         氏 名(名 称)  ほこまる株式会社 

                             (代表者)   代表取締役 鉾田 花子                    

                         連絡先 電 話  0291-00-0000 

（日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。） 

 

鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金交付申請書 

 

 鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金交付要綱第７条の規定により次の書類を添え

て申請します。 

   

(１) 事業計画書(様式第２号) 

(２) 補助金申請に関する誓約書(様式第３号)  

(３) 登記事項等確認書類 

ア 法人：商業登記簿謄本(全部事項証明書(交付日から３ヶ月以内のもの)) 

イ 個人：代表者のマイナンバーカードの写し又は運転免許証の写し若しくは住民票抄本

(交付日から３ヶ月以内のもの) 

(４) 決算確認書類(直近１期分) 

ア 法人：決算書(貸借対照表，損益計算書，個別注記表) 

イ 個人：確定申告書(確定申告書(第一表・第二表)又は所得税青色申告決算書(１～４面)

又は収支内訳書(１・２面)のいずれか 

※申告時期等が未到来の場合，開業届又は設立登記簿の写し 

(５) 市長が特に必要と認める書類 

  

申請様式の記載例 

下記の添付書類を揃えて、一緒に提出してください。 

法人の場合は本社の所在地 

個人事業主の場合は自宅の住所 
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様式第２号(第７条関係) 

事業計画書 

【申請者情報】 

法人名(個人の場合は屋号) ほこまる株式会社 

代  表  者  名 代表取締役 鉾田 花子 

事業形態(いずれかに☑) ☑法人 □個人事業主 

資本金の額(出資の総額) 1,000,000 円 

 

従業員数(役員等は除く) ３人 

業      種 

(該当するもの全てに☑) 

□製造業  □卸売業  ☑小売業  □宿泊業 

□飲食サービス業  □建設業  □その他(      ) 

連 絡 担 当 者  鉾田 太郎 

電 話 番 号  080-0000-0000 

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  hokomaru@hokota.mail.jp 

 

 

申
請
概
要 

申 請 事 業 

(いずれかに☑) 

☑省エネ機器導入事業 □電気自動車等導入事業  

□断熱効果の高いリフォーム事業 

事業所の名称 ほこまるストアー 鉾田店 

※申請する器機の導入・工事等を行う事業所の名称をご記入ください。 

事業所の所在地(住所) 鉾田市鉾田〇〇番地 

事業開始予定日 令和５年６月３０日 

事業完了予定日 令和５年９月３０日 

補助金交付申請額※１     １１３，０００円 

※1 (別紙)「補助金交付申請額」の金額を記載 
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【省エネ機器導入事業】 

〇補助金交付申請額 

機 器 メーカー 機種名 型式 金額(税抜) 

 エアコン 〇〇電気 エコエア AC‐２０２２ １００，０００ 

 照明機器 ××電気 シーリングｓ ＳＬ―２０２３S  ５０，０００ 

     

①小計(本体購入価格) １５０，０００ 

②設置，運搬，取付等に係る経費  ２０，０００ 

③既存機器の撤去・処分等に係る経費  

④合計(補助対象経費) １７０，０００ 

⑤補助金交付申請額(④×２／３) 

※千円未満切り捨て，かつ，20 万円が上限 

１１３，０００ 

【添付書類】 

１．見積書又は領収書(申請者名義の宛名が記載されているもので，経費の明細が分かるもの)の写し 

 ※機器等を既に導入済みで領収書に経費の明細について記載がない場合は，領収書の他に購

入した業者が発行した経費の明細が分かるものを提出してください。 

２．必要とする省エネ性能が分かるカタログの写し（省エネ性能が分かるラベルが確認できない

場合は，省エネ効果があることの証明書） 

〇省エネ機器導入事業の要件等 

補助対象省エネ機器 要件等 

【家電】 

エアコン，照明機器，テレビ，電子計算機，磁気デス

ク装置，ビデオテープレコーダー，電気冷蔵庫，電気

冷凍庫，ストーブ，ガス調理機器，ガス温水機器，石

油温水機器，電気便座，ジャー炊飯器，電子レンジ，

DVD レコーダー，ルーティング器機，スイッチング

器機，電気温水器，電球 

 

【業務用】 

高効率空調，電産業ヒートポンプ，電業務用給湯器，

高性能ボイラ，コージェネレーション，変圧器，冷凍

冷蔵設備，産業モータ，LED 照明器具，工作機械，プ

ラスチック加工機械，プレス機械，印刷機械，ダイカ

ストマシン 

【家電】小売事業者から購入可能なもののうち

次のいずれかに該当するもの 

・省エネ統一ラベル又は簡易ラベル等が表示さ

れ省エネ効果が期待されるもので，省エネ基準

達成率が 100％以上のもの 

・省エネ効果があることの証明を販売店等から

得られるもの（省エネ統一ラベル又は簡易ラベ

ル等が確認できないものに限る） 

【業務用機器】小売事業者，メーカー，提携販

売店で購入可能なもののうち， 

経済産業省令和４年度補正予算「省エネルギー

投資促進支援事業(C)設備導入事業」において

対象設備として公表され，省エネ効果が期待さ

れる製品 

(別紙) 

※公租公課(消費税及び地方消費税額等)は補助対象外 
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様式第３号(第７条関係) 

 

補助金申請に関する誓約書 

 

令和５年９月３０日 

 

鉾田市長 宛 

 

申請者 

 住所  鉾田市○○ ○○番地 

 氏名  ほこまる株式会社 代表取締役 鉾田 花子  

 (法人にあっては，主たる事務所の所在地，その名称及び

代表者氏名) 

 電話番号 0291-00-0000 

 

私は，下記の内容について，相違ないことを誓約します。 

なお，事実と相違することが判明した場合には，当該事実に関して，市が行う一切の措置に

ついて，異議の申立てを行いません。 

また，誓約した下記の内容について，市が確認のために行う関係機関への照会を行うことに

ついて承諾します。 

 

記 

１ 要綱第３条に規定する補助対象者の要件を満たしています。 

２ 市税及び市民法人税の滞納はありません。 

３ 宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としておりません。 

４ 鉾田市暴力団排除条例(平成 23年鉾田市条例第 13号。以下「暴排条例」という。)第２

条第１号から第３号までに規定する暴力団及び暴力団員，暴力団員等に該当しておりませ

ん。 

５ 暴排条例第２条第１号及び第２号に規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有しておりません。 

６ 法人でその役員のうちに，暴排条例第 2条第 2号及び第 3号に規定する暴力団員及び暴

力団員等に該当する者はおりません。 

７ 鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金交付要綱及び関係法令等を遵守します。 

８ 鉾田市から報告・立入検査等の求めがあった場合は，これに応じます。 

９ 補助金の取消等により返還の命令があった場合は，これに応じます。 
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様式第９号(第 11条関係) 

 

 

令和５年９月３０日 

 

 

 

 鉾田市長 宛 

(申請者) 

所 在 地  鉾田市○○ ○○番地 

名  称  ほこまる株式会社  

役職名・代 表 者  代表取締役 鉾田 花子 

担 当 者  鉾田 太郎 

                 電話番号  0291-00-0000 

 

鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金完了報告書 

 

  年  月  日付け  第  号で鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金の交

付決定を受けた事業が完了したので，鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金交付要綱

第 11条の規定により，次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 交付決定額    金 113,000円 

 

２ 実施した事業内容 

実
施
事
業
の
概
要 

実施した事業 

(☑チェックをお願い

します) 

☑省エネ機器導入事業  □電気自動車等導入事業 

□断熱効果の高いリフォーム事業 

事 業 完 了 日 令和５年９月３０日 

補助金交付請求額※１     １１３，０００円 

※1 対象経費「補助金請求額」の金額を記載 

 

  

完了報告の記載例 

 

※ 

以降のページは補助金の交付決定後に提出する書類です。交付申請時点では提出不要 

交付決定通知(様式第 2 号)

の日付・番号 ※右上記載 

購入・支払・納品の全てが完了した日

次のページ⑤交付請求額と同じ金額 

機器を購入・設置・支払まで完了した後で提出してください。 

提出期限：事業完了日から 30日以内または令和６年２月 16日のいずれか早い日 
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【省エネ機器導入事業】 

 

対象経費 

〇導入した機器 

機 器 メーカー 機種名 型式 省エネ基準 金額(税抜) 

 エアコン 〇〇電気 エコエア AC‐２０２２ 販売店証明書 １００，０００ 

 照明機器 ××電気 シーリングｓ ＳＬ―２０２３S １１０％  ５０，０００ 

      

      

①小計(本体購入価格) １５０，０００ 

②設置，運搬，取付等に係る経費  ２０，０００ 

③既存機器の撤去・処分等に係る経費  

④合計(補助対象経費) １７０，０００ 

⑤補助金交付請求請額(④×２／３) 

※千円未満切り捨て，かつ，20 万円が上限 

１１３，０００ 

※公租公課(消費税及び地方消費税額等)は補助対象外 

※機器の修繕，自主施工する場合の人件費及び材料費等は補助対象外 

 

 

【添付書類】 

１．領収書(申請者名義の宛名が記載されているもので，経費の明細が分かるもの)の写し 

  ※領収書に経費の明細について記載がない場合は，領収書の他に購入した業者が発行した

経費の明細が分かるものを提出してください。 

  ※交付申請時に領収書の写しを添付している場合は省略できます。 

２．導入した機器等の写真(写真の裏面に事業者名等を記入し写真台帳等に貼付して提出してく

ださい。) 

①購入し，かつ，事業所に設置されたことが確認できる写真 

②製品の型式又は型番等が確認できる写真(カタログ等で省エネ基準が確認できる部分が確

認できるもの) 

 

・省エネラベル等で省エネ基準達成率が確認できる場合は、達成率を記載してください。 

・省エネ基準達成率が確認できない場合は、「販売店証明書」と記載してください。 

下記の添付書類を揃えて、一緒に提出してください。 
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省エネルギー効果があることの販売店証明書 

 

 

令和５年９月３０日 

 

 

下記の機器について、トップランナー制度における省エネ基準達成率 100％以上の器機と

同等のエネルギーコストの削減が見込める機器であることを証明します。 

また、鉾田市が確認のために行う器機の確認等の照会について協力すること承諾します。 

 

 

購入者名 

（補助金申請者

名） 

ほこまる株式会社 

 

 

販売予定（販売済）の機器についてご記入ください 

メーカー 
ＳＬ―２０２３S 

機種名 
エコエア 

型式 
ＳＬ―２０２３S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※証明書を発行するメーカー・販売店の署名捺印 

会社名(屋号)： ホコタ電設 

代 表 者 名 ： 鉾田 元気 

住 所 ： 鉾田市鉾田〇〇番地 

電 話 番 号 ： ０２９１―００―００００ 

○印  

販売店証明書の記載例 

 

※ 

ホコタ 

電 設 

【省エネ機器導入事業】 

省エネラベル等で省エネ基準達成率が確認できない場合のみ 

省エネ機器を購入する店舗に記載を依頼し、提出してください 
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請求書のみ

捺印要 

 

 

 

様式第 11号(第 13条関係) 

令和５年〇月〇〇日 

 鉾田市長 宛 

(申請者) 

所 在 地  鉾田市○○ ○○番地 

名  称  ほこまる株式会社 

役職名・代 表 者  代表取締役 鉾田 花子    ○印 

担 当 者  鉾田 太郎 

                 電話番号  0291-00-0000 

 

鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金交付請求書 

☑省エネ機器導入事業  □電気自動車等導入事業 

□断熱効果の高いリフォーム事業 

※実施した事業にチェックを入れてください。 

 

 

 鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金について，鉾田市中小企業等エネルギーコ

スト削減補助金交付要綱第13条の規定により，次のとおり請求します。 

 

１ 補助金請求金額  金１１３，０００円 

 

２ 振込依頼先 

 

※ 上記口座が確認できる通帳の写しを添付すること。 

 

金融機関名  〇〇銀行 

支 店 名  〇〇支店 

口 座 番 号 普通・当座   

口 座 名 義 

(フリガナ) ホコマル（カ 

ほこまる株式会社 

交付請求書は補助金の確定決定通知書を受け取った後で提出する書類です。 

完了報告時点では提出不要です。 

交付請求書を提出から補助金の振り込みまでは 

２週間程度時間を要しますのでご了承ください。 


